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本章の概要

発生が懸念される首都直下地震をはじめとした大地震や、気候変動等が影響し近年多発し
ている台風、局地的な集中豪雨、土砂災害等の自然災害による被害の軽減を図るとともに、
災害対応の体制の充実に努めます。

また、市民が安心して住み続けることができるよう、都市基盤に関わる取組を推進し、生
活環境が整備された安全で快適なまちづくりを進めていきます。

新駅を中心とした拠点の
形成を図るとともに自然環
境との調和を図りながら、
良好な市街地環境の形成を
図ります。

１ 都市づくり

健全な公共下水道の維持管
理に努めるとともに、雨水管
きょを計画的に整備します。

４ 下水道

幹線道路や生活道路の整
備を進めるとともに、道路
環境の維持管理にも努めます。

２ 道路

ごみの減量とリサイクルを推
進するとともに、環境負荷の少
ない効率的な処理を推進します。

５ 廃棄物処理とリサイクル

災害に強い良好な住環境
や住まいの確保に努めると
ともに、地域の特性をいか
したまちづくりを推進しま
す。また、空き家対策に向
けた取組も推進します。

３ 住宅・宅地

第２節  都市基盤

災害の予防や、災害発生後の
応急復旧及び復興等に取り組み
ます。

１ 災害対策

交通安全意識の高揚と、安全な交通環境づ
くりに努めます。

３ 交通安全

防火知識・思想の普及や広報活動を推進し、火災の未然防
止に努めます。また、消防団の活動環境の整備や処遇・装備
の改善に取り組み、消防体制の充実に努めます。

２ 消防体制

犯罪防止に係る知識や取組について普及啓発
するとともに、防犯環境の整備を推進します。

４ 防犯対策

第１節  安全・安心

多摩都市モノレールの延伸に
向けて、沿線のまちづくりに取
り組むとともに、様々な促進活
動を行います。

１ 多摩都市モノレール
多摩都市モノレール延伸を見据えた持続可能な公共交通

ネットワークの実現に向けた取組を推進するとともに、市
内循環バス及び乗合タクシーについて、効果的な運行に努
めます。

２ 地域交通

第３節  地域交通
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１ 災害対策

第１節│安全・安心

●　近年、全国各地で地震や台風、局地的な集中豪雨、土砂災害等の自然災害が毎年のように見られ
ています。また、気候変動の影響により、これらの自然災害は更に頻発化・激甚化していることから、
被害を最小限に抑えるための防災対策が求められています。

●　本市においても、自然災害から市民の生命、身体及び財産を守り、安心して地域に暮らし続けら
れるよう、災害の予防、災害発生後の応急復旧及び復興等に資する取組を行うなど、災害に備え
たまちづくりが求められます。

●　本市では、災害対策の基本方針として「地域防災計画」を策定しており、必要に応じて修正を行っ
ています。令和７年度には、近年の実災害の課題や教訓等を踏まえるとともに、関係法令や国・
東京都などの計画との整合を図り、より実効性のある計画とするための修正を行いました。

●　市内には避難場所が37か所、避難所が30か所、福祉避難所(*41)が９か所あります（図３－１、
表３－１参照）。さらに、自主防災組織として、自治会を母体とする33団体、5,475世帯が組織化
を図り、活動している状況にあります（表３－２参照）。

●　災害の予防については、木造住宅やブロック塀について、耐震診断や改修費用の補助等を行って
います。今後も、災害時に最小の被害で抑えられるよう、災害の予防に向けた取組を継続して検討・
実施していく必要があります。

●　災害発生後の応急復旧及び復興については、ボランティアの受入れやマッチング等の訓練を関
係機関や市民の参加者と共に実施するなど、災害ボランティアセンター運営体制整備事業等を行っ
ています。

●　令和７年４月１日から稼働を開始した防災食育センターでは、災害時にライフラインが遮断され
た場合でも、応急給食が実施できる機能が維持されているほか、災害時の避難生活者を約１万人
と想定し、１日２食の応急給食を３日間実施できる食材等を備蓄しています。

●　今後も、災害後に迅速で適切な対応ができるよう、防災DXなどにより、効率化・高度化した仕
組みづくりをしていく必要があります。

現状と課題

(*41)福祉避難所：高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等の要配慮者で、在宅避難又は一般の避難所にお
ける生活が困難な方々に対し、医療や介護などの必要なサービスを提供するために開設する避難所。市内
には３か所の「指定福祉避難所」、６か所の「協定による福祉避難所」がある。
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出典　危機管理課資料図３－１　消防施設等位置図
（注）図中に記載の番号は表３－１避難場所・避難所一覧のNo.

(注)図３－１及び次ページ掲載の表３－１については概要を記載しています。最寄りの避難場所・避難所の位
置や利用方法を確認する際などは、市で配布している最新の防災マップ・ハザードマップを確認してくだ
さい。

総合防災訓練
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出典　危機管理課資料

表３－１　避難場所・避難所一覧 （令和７年４月１日現在）
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出典　危機管理課資料

表３－２　市内の自主防災組織一覧 （令和７年６月１日現在）
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●　地震や台風等の自然災害や不測の事態における大きな被害を想定し、危機管理体制の充実や災害
に強い都市基盤づくりのほか、地域と連携した防災活動の推進に取り組みます。

基本方針

施策の体系・内容
１ 災害対策

⑵ 防災まちづくりの推進

⑴ 防災体制の充実・強化

⑶ 防災意識の高揚

⑷ 治水事業の推進

③防災資器材・設備の充実

③不燃化及び木造住宅耐震化の促進

④情報連絡体制の充実

④避難場所・避難所の機能充実

⑤災害時医療救護体制の充実

⑤浸水対策の推進

⑧災害廃棄物処理体制の構築

②防災思想の普及

⑥相互応援体制の確立

⑥応急給食提供体制の確保

⑩危機管理体制の強化

治水事業の推進

⑦避難行動要支援者支援体制の確立

①自主防災組織の育成・強化

⑨防災DXの推進

③防災訓練の充実

①緊急連絡体制の強化

①ライフライン事業者との連携

②防災訓練の充実等

②避難道路の安全確保等

⑴　防災体制の充実・強化
①　緊急連絡体制の強化

◯　災害時における関係機関との連絡、職員の出動、災害復旧等に係る連絡体制の強化を図ります。
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②　防災訓練の充実等

◯　地震災害や風水害など、様々な災害を想定した防災訓練を実施します。
◯　災害時における市民一人一人の防災行動力の向上を図るため、実践・体験型訓練を実施す

るとともに、災害対策本部の運用を強化するため、災害図上訓練を実施します。
◯　自主防災組織が実施する防災訓練等に対し、職員を派遣するなど支援を行います。

③　防災資器材・設備の充実

◯　様々な災害に対応するために、必要な防災資器材の充実を図ります。
◯　公共施設内の備蓄倉庫に、乳幼児や高齢者、男女等の様々なニーズに配慮した、アレルギー

対応食を含む災害時食料や生活必需品等を配備します。
◯　過去の災害の教訓を基に、断水時の消防水利確保のための防火水槽等消防水利の整備・充

実に努めます。

④　情報連絡体制の充実

◯　災害時の市民への情報連絡体制については、従来から活用している防災行政無線、ホームペー
ジやSNS、緊急速報メール(*42)、協定を締結している団体等への情報発信の要請など、様々
な手段を活用した情報発信に努めます。

◯　災害時に市民自身が情報を収集できるよう、日頃から災害時の情報入手手段の広報周知を
実施するほか、防災行政無線の難聴区域の解消や公衆無線LANアクセスポイントの整備、新
たな情報発信手段の検討など、情報連絡体制の充実・強化に努めます。

◯　さらに、避難所開設時等に、本部との情報連絡体制を確立するため、無線による通信体制
を整備します。

◯　「災害廃棄物処理計画」等の行動マニュアルに基づき、各機関との情報連絡体制を構築して
いきます。

⑤　災害時医療救護体制の充実

◯　医師会、歯科医師会、薬剤師会、助産師会、柔道整復師会、獣医師会などとの連絡体制を
確立し、災害時医療救護活動拠点や緊急医療救護所及び避難所医療救護所の設置、運用に関
しての検討を進めます。

⑥　相互応援体制の確立

◯　東京都、周辺自治体及び関係防災機関等との応援・協力体制を確立します。
◯　被災者の収容など、災害時における応援協定等による応急救援体制の確立を推進するとと

もに、既に締結している団体等とは、有事の際でも円滑な応援活動が行えるよう、連絡体制
の強化を図ります。

◯　社会福祉協議会やボランティア・市民活動センターと連携して災害ボランティアセンター
の設置・運営訓練を行い、発災時における円滑な運営体制の整備に取り組みます。

(*42)緊急速報メール：本市域をカバーしている基地局のエリア内にある、対応した機能を持つ全ての携帯電話
に緊急メッセージを送信するシステム
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⑧　災害廃棄物処理体制の構築

◯　「災害廃棄物処理計画」の実施に当たっての行動マニュアルを周知し、処理体制を確立します。

⑩　危機管理体制の強化【新規】

◯　自然災害の激甚化や新たな感染症等の発生など広範囲にわたる危機管理が求められるため、
本市の危機管理体制を整理するとともに、有事の際に正確かつ迅速に対応可能な体制を構築
します。

⑦　避難行動要支援者支援体制の確立

◯　避難行動要支援者の避難行動支援プラン（個別計画）を作成することにより、災害発生時
において迅速・適切な避難行動が行えるよう、避難支援体制を確立します。

⑨　防災DXの推進【新規】

◯　デジタル技術を活用し、災害時等における情報の集約と可視化や避難者対応の効率化及び
迅速化等の仕組みづくりを行います。

②　避難道路の安全確保等

◯　避難場所まで安全に避難できるよう、避難道路の安全性の向上に努めるほか、市道の拡幅、
改修等の整備に努めます。

◯　避難時の安全な誘導を確保するため、主要市道を中心に緊急活動重要路線としての道路整
備に努めます。

④　避難場所・避難所の機能充実

◯　避難場所、避難所及び福祉避難所の市民への周知徹底を図るとともに、避難所となる施設
の環境整備、資器材及び備蓄物資の充実に努めます。

◯　停電に対応した資器材等を計画的に購入し、備蓄します。

③　不燃化及び木造住宅耐震化の促進

◯　火災の延焼を防止するため、主要幹線道路等の沿道建築物の不燃化の促進や地域の緑化、オー
プンスペースの確保などを図ります。

◯　震災時の建物倒壊による道路の閉塞を防止するため、対象建築物の耐震化の促進を図ります。
◯　旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震化の促進を図るため、木造住宅耐震診断補助金等

を交付するとともに、対象者にリーフレットを送付するなど啓発活動に努めます。
◯　ブロック塀から生け垣への変更を奨励するなど震災に強いまちづくりを進めます。

⑵　防災まちづくりの推進
①　ライフライン事業者との連携

◯　水道、ガス、電気、通信などのライフラインの事業者と連携を図るため、各種訓練への参加や、
緊急時の連絡体制を確立します。
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⑥　応急給食提供体制の確保【新規】

◯　災害時にライフラインが遮断された場合でも、防災食育センターにおいて備蓄燃料や受水
槽の貯水を利用し、応急給食等を実施します。

◯　防災食育センターにおける応急給食用備蓄食材を、必要に応じて防災訓練や学校給食で使
用することにより、適切な更新（ローリングストック）を推進します。

⑤　浸水対策の推進

◯　「雨水管理総合計画」に基づき、内水氾濫に対応するため、段階的対策により計画的な整備
を推進します。

◯　局地的かつ突発的な豪雨（ゲリラ豪雨）や線状降水帯等を原因とした都市型水害への対策
として、雨水浸透施設などの整備を推進するとともに、河川のしゅんせつを行います。

◯　公共下水道（雨水）の整備を推進します。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 木造住宅耐震診断の助成件数 ２件 10件

２ 自主防災組織の結成数 34団体 37団体

③　防災訓練の充実

◯　近年頻発化する台風等の風水害に対応するため、市の災害対策本部機能や市民の避難行動
力の向上を目的とした訓練を実施します。

◯　過去の災害の教訓を踏まえ、市民主体による実践・体験型防災訓練、防災講演等を実施・
充実し、防災意識の高揚を図ります。

②　防災思想の普及

◯　市内在住者に対して、防災に関する一定の知識・技術を有する防災士の資格取得費を助成し、
養成を図るとともに、防災施設での防災体験訓練の実施や防災食育センターなどで講演等を
開催するなど様々な機会を捉えて防災知識・思想の普及啓発に努めます。

⑶　防災意識の高揚
①　自主防災組織の育成・強化

◯　「自分たちのまちは自分たちで守る」という連帯感や、災害時における市民・事業者と市が
一体となった地域ぐるみの防災機能・意識を向上させるため、防災資器材等の助成強化、防
災施設での防災体験訓練を実施するなど、自治会を中心とした自主防災組織の結成促進と育
成強化を図ります。

⑷　治水事業の推進
治水事業の推進

◯　治水対策の充実を図るため、空堀川の計画的な整備について、東京都と連携して事業を促進します。
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２ 消防体制

●　本市の常備消防については、広域体制で東京消防庁により運営されています。
●　地域防災の中核を担う消防団は、８つの分団と女性部（オレンジフェアリーズ）で構成され、地

域で発生した火災の消火活動、地震、台風、大雪時の自然災害における救助活動、防火・防災の
広報活動、警戒活動等を行っています。

●　こうした状況の中、本市の令和６年の火災発生件数は過去10年間で最多の41件となっており、
消防体制の充実が求められます（図３－２参照）。

●　加えて、地震や台風等、自然災害が頻発化・激甚化しており、消防団の担う役割は多様化してい
るものの、消防団員数の確保は厳しい状況にあり、近年は減少傾向にあります。今後は、消防団
員数の確保及び効率的な活動形態の検討が課題となっています。

●　十分な人員を確保するためには、消防団の知名度の向上やイメージアップの取組に加え、活動を
限定して対応してもらう機能別消防団員の導入を検討するなど活動環境の整備や処遇・装備の改
善等を進める必要があります。

●　今後も、市民の生命及び財産の安全を確保するために、消防署及び消防団と一体となって総合的
な消防体制の強化に努める必要があります。

現状と課題

出典　武蔵村山市統計書資料

（各年12月31日現在）

図３－２　火災発生件数の推移
（注）「その他」は、ごみや樹木などの建物以外の火災

●　市民の生命と財産の安全を確保するため、消防署及び消防団と一体となって総合的な消防体制の
強化に向けた取組を推進します。

●　消防団に求められる役割の多様化に対応するために、活動環境などの改善を図ります。

基本方針
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③　消防施設の整備・充実

◯　防火水槽、消火栓の増設及び維持管理に努めます。
◯　消防団車両（指揮車、消防ポンプ車）の計画的な更新を行います。
◯　消防力の維持向上と効率的な運用を図るため、計画的に資機材を整備します。

②　非常備消防の充実

◯　地域防災の中核を担う消防団員の確保が喫緊の課題であることから、消防団の知名度の向
上やイメージアップの取組に加え、活動環境の整備や処遇の改善等に努めます。

◯　多様な人材の活用の観点から、団員入団促進の方策を検討します。
◯　消防力の維持向上のため、計画的に訓練を実施します。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 消防団員定数の充足率（定数210人） 85.7％ 100%

２ 震災時の消防水利（防火水槽）のメッシュ充足数 236/303 237/303

施策の体系・内容
２ 消防体制

②非常備消防の充実

③消防施設の整備・充実

⑵ 消防体制の充実

⑴ 火災の未然防止 火災の未然防止

①常備消防の強化

⑵　消防体制の充実
①　常備消防の強化

◯　中高層建築物の増加や有毒発煙材の使用など新たな課題に対処し、災害時の消火・救急活
動をより的確なものとするよう、東京都に対し災害時の消火・救助救急活動に有効な装備の
充実と災害に対応した常備消防力の増強を要請します。

⑴　火災の未然防止
火災の未然防止

◯　家庭での防火意識の高揚を図るため、防火知識・思想の普及や広報活動の推進に努めます。
◯　北多摩西部消防署と連携を図りながら、消防団による火災多発期の予防警戒を引き続き実

施します。
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３ 交通安全

●　市内の交通人身事故について、令和６年は233件発生しており、死傷者数は278人となっていま
す（表３－３、図３－３参照）。

●　交通事故に対しては、警察や交通関係団体と連携した交通安全思想の普及啓発や交通安全施設・
環境の整備、被害者の救済等への取組が求められています。交通安全施設・環境の整備について
は、道路反射鏡の設置やカラー舗装等の施工、外側線の溶着等、交通安全対策工事を継続して行っ
ています。

●　高齢化率の上昇に伴い、高齢者の認知能力等が関係する交通事故が増加することが想定されるた
め、児童や生徒に加え、高齢者に対しても交通安全に向けた取組を重点的に行っていく必要があ
ります。

●　交通事故の件数は減少傾向にあるものの、本市では自転車が関係する交通事故の割合が高くなっ
ています（図３－４参照）。背景としては、鉄道等の駅までの移動手段として自転車を利用する機
会が多いことが考えられ、自転車に関する道路交通法の改正の周知と合わせて、利用者への安全
意識の普及啓発が求められています。

現状と課題

出典　武蔵村山市統計書資料

表３－３　交通事故発生件数の推移 （各年１月から12月まで）
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出典　警視庁資料

（各年１月から12月まで）

図３－３　交通事故年代別死傷者数の推移

（各年１月から12月まで）

出典　警視庁資料図３－４　交通手段別交通事故の割合

（注１）第１当事者（過失が重い者又は過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者）件数と第２当事者（第１当
事者の相手方）件数を合計した数値で集計

　　　「物件等」の項目は平成29年以降集計
（注２）端数処理の関係で計算結果は必ずしも100.0%とならない。
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●　交通安全意識の高揚を図るとともに、交通安全施設の計画的な整備を推進し、安全な交通環境づ
くりに努めます。

基本方針

施策の体系・内容
３ 交通安全

②交通規制等の強化

③自転車利用環境の整備

⑵ 交通安全施設・環境の整備

⑶ 被害者の救済

⑴ 交通安全思想の普及啓発 交通安全思想の普及啓発

①各種保険制度の加入促進

②交通事故相談の充実

①交通安全施設の整備・充実

⑴　交通安全思想の普及啓発
交通安全思想の普及啓発

◯　関係機関の協力の下、各年齢層に応じた交通安全教室を行うとともに、夏期交通防犯映画
会の充実を図ります。

◯　近年高齢者による交通事故が頻発していることから、高齢者関係団体と連携を強化し、高
齢者を対象とした事業の充実を図ります。

◯　関係機関と連携して、春・秋の交通安全運動の内容を強化し、市民参加をより一層促進す
ることにより、交通安全思想の普及に努めます。

⑵　交通安全施設・環境の整備
①　交通安全施設の整備・充実

◯　安全で円滑な交通環境を確保するため、市道の隅切や防護柵、道路反射鏡、道路照明灯な
どの各種交通安全施設の計画的な整備・充実に努めます。

◯　通学路合同点検等によって抽出された危険箇所について、カラー舗装や車止め等の交通安
全施設の整備を推進します。

◯　高齢者や障害のある人などの交通弱者の安全を確保するため、ユニバーサルデザインの導入、
市道上の支障物の撤去等、生活道路の安全対策の充実を図ります。

②　交通規制等の強化

◯　生活道路での安全な交通環境を確保するため、地域の特性に応じた交通規制等に関わる信
号機、道路標識の設置等について、関係機関に要請します。
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③　自転車利用環境の整備

◯　自転車の安全で円滑な通行を確保し、自転車を利用しやすい環境を整えるための対策につ
いて検討を進め、安全で快適な自転車空間の整備を推進します。

◯　近隣の鉄道駅等への利便性を高めるため、関係自治体との協議を継続的に実施し、利用し
やすい環境整備を推進します。

⑶　被害者の救済
①　各種保険制度の加入促進

◯　万が一、市民が交通事故に遭ってしまった場合の経済的負担を軽減するため、各種保険制
度の周知と加入促進に努めます。

②　交通事故相談の充実

◯　交通事故被害者の救済対策のため、相談体制や関係機関との連携の強化に努めます。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 夏期交通防犯映画会協力団体数 ９団体 18団体

２ 高齢者を対象とする交通安全啓発実施回数 ２回 ４回

夏期交通防犯映画会
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４ 防犯対策

●　本市における犯罪認知件数は令和３年までは減少傾向にあったものの、その後は増加傾向となっ
ています（図３－５参照）。

●　その原因の一つとして、スマートフォン等情報通信機器の機能拡大に伴い、SNS等のコミュニケー
ションツールの急速な普及や利用者の年齢層の拡大を背景として、新しい形態の詐欺事件や子ど
もや若者が被害者となる事件が多発していることなどが挙げられます。

●　安全なまちであることは、市民にとって重要な要素であり、犯罪を未然に防ぐ体制づくりや、被
害にあった場合の適切な対処、必要な支援を受けられる体制づくりとともに、市民の防犯意識の
向上が必要です。

現状と課題

●　警察署と連携した防犯対策に加え、地域コミュニティと連携した防犯活動を行うことにより、犯
罪のない明るい安全な地域社会で、市民が安心して暮らせるための取組を推進します。

基本方針

（各年１月から12月まで）

出典　警視庁資料図３－５　犯罪認知件数の推移

施策の体系・内容
４ 防犯対策

⑵ 防犯環境の整備

⑴ 地域防犯活動の推進 ①防犯活動団体への支援

②防犯、環境浄化運動の推進

防犯環境の整備
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⑴　地域防犯活動の推進
①　防犯活動団体への支援

◯　「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識の下に活動している防犯協会や自主防犯組
織に対し、防犯パトロール活動を促進するため、防犯用品をはじめとした資器材の助成制度
等を運用し、地域、学校、職場、家庭等における防犯活動の支援を行います。

◯　広報紙やホームページの活用、啓発看板の設置、防犯講習会の開催等を通じ、防犯意識の
高揚を図ります。

②　防犯、環境浄化運動の推進

◯　市民の安全・安心の確保を図るため、民間交番の運営と青色防犯パトロールを推進します。
◯　有害な路上広告物の撤去など、青少年の非行防止に向けた環境浄化運動を推進します。

防犯環境の整備

⑵　防犯環境の整備

◯　道路、住宅地及び公園等におけるLED防犯灯などの防犯設備の整備・維持管理に取り組み
ます。

◯　電子メールやSNS等を利用した防犯情報の提供や連絡体制の強化を図るとともに、必要に
応じた通学路等への防犯カメラの設置に努め、学校等における安全確保を図ります。

◯　本市でも、近年社会問題となっている特殊詐欺の被害が確認されているため、啓発等の事
業を実施するとともに、自動通話録音機(*43)の無償貸与などにより特殊詐欺被害の防止に
努めます。

◯　近年、防災、防犯、衛生面等から社会問題となっている空き家等に関し、「空家等対策計画」
に基づき、空き家等の対策を推進します。

(*43)自動通話録音機：家庭の固定電話に設置し、かかってきた電話に自動的に録音する旨のメッセージを流し
た後に、内容を録音し、特殊詐欺の被害防止を図る装置

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 自主防犯組織の結成団体数 11団体 20団体

２ 犯罪認知件数 445件 410件

３ 子ども安全ボランティアの登録者数 180人 400人

４ 自動通話録音機の無償貸与台数（累計） 334台 914台
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１ 都市づくり

第２節│都市基盤

●　都市基盤は、市民の質の高い暮らしを支える基本となるものです。快適で心やすらぐ住環境の向
上を図り、誰もが定住したくなるような魅力と活気があふれるまちづくりを進めていく必要があ
ります。

●　多摩都市モノレール沿線のまちづくりについては、「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」や「立
地適正化計画」に基づき、多摩都市モノレール沿線にふさわしいまちづくりを推進しています。

●　「魅力あふれるやすらぎのまち」を目指し、本町一丁目、榎三丁目の各一部を対象に、道路や公
園などの都市基盤整備を行うほか、市の中核としてふさわしい街並みの形成を誘導するため、住宅、
行政、医療及び防災等の多様な機能が調和した、良好な都市型住環境の形成を図ることを目的と
して、土地区画整理事業を行っています（図３－６参照）。

●　横田基地については、これまで市民意識調査や経済波及効果などの調査を基に、軍民共同使用の
推進に努めてきましたが、今後も国等の動向を踏まえた対応を行っていく必要があります。

現状と課題

図３－６　都市核地区土地区画整理事業概要 出典　区画整理課資料
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●　多摩都市モノレール沿線のまちづくりについては、「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」や「立
地適正化計画」に基づき、多摩都市モノレール沿線にふさわしいまちづくりを推進していきます。

●　多摩都市モノレールの５つの新駅周辺については、「第二次まちづくり基本方針」や「多摩都市
モノレール沿線まちづくり方針」、「立地適正化計画」等に基づき、各地区の特性に応じた土地利
用の誘導等を進め、それぞれの位置付けに応じた拠点の形成を図ります。

●　その他の地区についても、豊かな自然環境と都市的土地利用の調和を図りながら、良好な市街地
環境を形成するため、秩序ある土地利用の推進に努めます。

基本方針

施策の体系・内容
１ 都市づくり

③準中心拠点（No.１駅周辺）の形成

④地域拠点（No.２、４、５駅周辺）の形成

①協働のまちづくり

②自然的土地利用の保全・活用

②横田基地の軍民共同使用推進

④公共用地の確保

①都市的土地利用の推進

③土地利用の規制・誘導

⑵ 地域のまちづくり

⑴ 多摩都市モノレール沿線
まちづくり

⑶ 適正な土地利用の推進

①多摩都市モノレール沿線まちづくり

②中心拠点（No.３駅周辺）の形成

（注）駅名について、本計画では「（仮称）」を省略して表記します。（例：（仮称）No.１駅→No.１駅）
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⑴　多摩都市モノレール沿線まちづくり
①　多摩都市モノレール沿線まちづくり【新規】

◯　「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」や「立地適正化計画」に基づく沿線のまちづく
りを進めるため、用途地域の変更や地区計画制度等の活用などにより、地域の特性に応じた
土地利用の誘導を図るとともに、都市機能誘導区域内に適正な都市機能の誘導を図ります。

◯　都市軸として市の骨格的な役割を果たす新青梅街道については、引き続き、新青梅街道沿
道の地区計画に基づく建築行為等に係る指導を行い、街並みを誘導します。

◯　企業誘致については、多摩都市モノレールの延伸を見据え、新青梅街道沿道や新駅周辺へ
の対象地域の拡大など検討していきます。

②　中心拠点（No.３駅周辺）の形成【新規】

◯　No.３駅周辺においては、引き続き、都市核地区土地区画整理事業を施行するとともに、住宅、
行政、医療及び防災等の多様な都市機能の集積や高度な土地利用の形成を図ります。

◯　市街地の防災機能の向上を図り、人や物が集まりにぎわう、市内全域及び市外からも来街
が期待される本市の中心市街地の形成を図ります。

③　準中心拠点（No.１駅周辺）の形成【新規】

◯　No. １駅周辺においては、都営村山団地後期計画事業の計画的な実施を東京都に要請する
とともに、多様な商業施設や魅力を発信する施設等を誘導し、市内全域及び市外からも来街
者を呼び込む拠点の形成を図ります。

④　地域拠点（No.２、４、５駅周辺）の形成【新規】

◯　No.２駅、No.４駅及びNo.５駅周辺においては、市民及び事業者等による協議を踏まえ、
生活利便施設や地区の特性に応じた都市機能を誘導し、地域の暮らしを支える拠点の形成を
図ります。

⑵　地域のまちづくり
①　協働のまちづくり

◯　「第二次まちづくり基本方針」、「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」及び「立地適正
化計画」に基づき、多摩都市モノレールの新駅周辺を中心に、市民、事業者等及び市の三者
がまちづくりの目標を共有し、それぞれの役割の下にまちづくりを進める、協働のまちづく
りを推進します。

②　横田基地の軍民共同使用推進

◯　横田基地の整理・縮小・全面返還に向けた過程の一つとして軍民共同使用を推進することは、
人の交流や物流の拡大による基地周辺地域の活性化に資することから、国等の動向を的確に
把握し、新たな展開に適切に対応します。

◯　軍民共同使用に際しては、周辺地域への騒音等の影響を最小限にとどめるため、国や関係
機関等に対し、騒音対策の実施を要請します。
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⑶　適正な土地利用の推進
①　都市的土地利用の推進

◯　市民生活の利便性や良好な住環境の保全、向上等を図るため、面的整備手法の活用等により、
住宅地、商業地や工業地など、それぞれの土地利用の促進を図り、用途の適正化、土地の有
効利用による良好な市街地の形成に努めます。

◯　村山工場跡地内では、地区計画制度等により計画的な都市基盤整備を推進します。
◯　榎地区（榎一丁目の一部及び榎二丁目）についても村山工場跡地等の整備を考慮した交通ネッ

トワークの充実をはじめ計画的なまちづくりを進めます。

②　自然的土地利用の保全·活用

◯　市民の憩いや潤いの場としての、豊かな自然環境を残す狭山丘陵、農地や河川などについ
ては、みどりや環境の保全と有効活用を図ります。

④　公共用地の確保

◯　市民の利便性や快適性を高めるための道路、公園等の公共事業用地や都市基盤整備に必要
な用地については、計画的かつ長期的な展望に立って確保に努めます。

③　土地利用の規制・誘導

◯　「立地適正化計画」に基づき持続可能なまちづくりを推進するため、用途地域の変更や地区
計画制度等の活用などにより、地域の特性に応じた土地利用の誘導を推進するとともに、都
市機能の誘導によりにぎわいと活力のある拠点形成を図ります。

◯　一定規模のまとまった土地の利用転換が行われる際には、多摩都市モノレールの延伸を見
据えた新たな土地活用を検討し、地区計画等を活用した活力と秩序ある土地利用を誘導します。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 都市核地区土地区画整理事業の仮換地指定率 90.4％ 100％
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２ 道路

●　道路は、まちの発展に欠かせない重要な都市基盤であり、広域的なつながり、周辺地域の都市機
能や産業機能、災害時の緊急輸送など多面的な視点を踏まえた整備が必要です。

●　本市の道路ネットワークは、令和７年４月１日現在、都道６路線（延長約19km）、市道1,267路
線（延長約254km）で形成されています（表３－４参照）。

●　市道については、幅員４ｍ未満の狭あい道路が多く、市民生活の利便性や安全性を確保する上で
改良が求められており、幹線道路である都道でも近年の交通量の増大に対応しきれない状況となっ
ています（表３－５、図３－７参照）。

●　望ましい道路ネットワークを形成するために必要な都市基盤施設として都市計画道路があり、昭
和36年に10路線、以後２路線を加えて、延長26,718mが都市計画決定されており、令和７年４月
１日現在で全体の51.7％が供用されています（図３－８、表３－６参照）。

●　市民意識調査では、今後重点的に取り組むべき施策として「道路の整備」が多く挙げられたほか、
高齢社会に向けて重要だと思う施策、障害のある人の自立を支援するために市がすべきことについて、
それぞれ道路の整備が最も多く挙がっており、引き続き道路の整備の更なる推進を行う必要があ
ります。

現状と課題

出典　道路下水道課資料(注)都道は令和６年４月１日現在の数値

表３－４　道路の整備状況 （令和７年４月１日現在）

出典　道路下水道課資料

表３－５　幅員別道路延長及び面積の推移 (各年３月現在、単位：延長m・面積㎡）

127



図３－７　狭あい道路（幅員４m未満）の延長及び面積の推移 出典　道路下水道課資料

（各年３月現在）

図３－８　都市計画道路網図 出典　都市計画課資料

（令和７年４月１日現在）
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出典　都市計画課資料(注)完成延長は供用開始済み延長を指す。

表３－６　都市計画道路の整備状況 （令和７年４月１日現在）

●　交通渋滞を緩和し、誰もが利用しやすい安全で快適な歩行者空間を確保するため、幹線道路の整
備を促進するとともに、身近な生活道路の充実により、歩行者、自転車、自動車が安全に通行で
きる道路ネットワークの強化を図ります。

基本方針

施策の体系・内容
２ 道路

③地区内幹線道路の整備

④補助幹線道路の整備

生活道路の整備

①安全で快適な歩行・自転車空間の形成

②適切な道路管理の推進

⑵ 生活道路の整備

⑴ 幹線道路等の整備

⑶ 道路環境の整備

①都市計画道路の整備

②都道の整備促進
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⑴　幹線道路等の整備
①　都市計画道路の整備

◯　交通量の増大や都市活動、経済活動の進展等に対応し、市街地における道路ネットワーク
の骨格となる都市計画道路については、事業の効果的・効率的な実施に配慮しながら早期整
備に努めます。

◯　「東京都における都市計画道路の整備方針」で優先整備路線に選定された路線の整備に努め
ます。

②　都道の整備促進

◯　朝夕の交通渋滞を緩和し、安全で円滑な通行を確保するため、「第４次交差点すいすいプラン」
による交差点の早期整備、狭小の歩道拡幅や歩道が未整備である都道の整備等を、引き続き
事業主体である東京都と連携し促進します。

◯　多摩都市モノレールの導入空間となる新青梅街道の早期拡幅整備を、引き続き事業主体で
ある東京都と連携し促進します。

③　地区内幹線道路の整備

◯　都市核地区及び榎地区の幹線道路等の整備を推進し、広域的な道路ネットワークを強化します。

④　補助幹線道路の整備

◯　幹線道路を補完する補助幹線道路の整備を推進し、広域的な道路ネットワークを強化します。

⑶　道路環境の整備
①　安全で快適な歩行・自転車空間の形成

◯　道路の舗装、改良に当たっては、舗装の機能性の向上、歩道の確保、街路樹の植栽などにより、
安全でゆとりのある歩行空間の整備を推進します。

◯　既存の歩道については、ユニバーサルデザイン化をはじめとした、高齢者や障害のある人
などに配慮した、安全で快適な歩道への改良に努めます。

◯　自転車の安全で円滑な通行を確保し、自転車を利用しやすい環境を整えるための対策につ
いて検討を進め、安全で快適な自転車空間の整備を推進します。

⑵　生活道路の整備
生活道路の整備

◯　市民の安全で快適な通行を確保するため、幹線道路との有機的な結びつきに配慮しながら、
生活道路の体系的な整備計画を策定し整備を推進するとともに、隅切りの整備を含めた交差
点の改良など、交通環境の変化に対応した道路の整備に努めます。
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②　適切な道路管理の推進

◯　良好な道路機能を維持するため、道路パトロールの実施や道路台帳の整備などにより、適
切な維持管理に努めます。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 狭あい道路の割合（延長） 48.1％ 45.0％以下

２ 立川都市計画道路３・４・17号線
整備事業の進捗 沿道街路事業認可取得等 都市計画道路工事着手

立川都市計画道路３・４・17号線
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３ 住宅・宅地

●　住宅・宅地は、市民の生活の基盤であると同時に、まちの活力や景観にも密接に関わりがあるこ
とから、まちを形成する重要な要素です。

●　本市の住宅の傾向については、種類別では一戸建て、構造別では木造、所有別では持家がそれぞ
れ多くなっています（図３－９参照）。

●　市東部の緑が丘地区には、都内最大級の都営住宅である都営村山団地があり、現在老朽化に伴う
建替事業が進行中です（表３－７参照）。また、市営住宅としては、市営中央住宅と市営三ツ木住
宅があります（表３－８参照）。

●　本市においては、災害に強い良好な住環境と都市近郊の利便性の共存を目指し、安心して快適に
暮らすことができるまちづくりを進めています。

●　既存の居住環境や自然環境に配慮しながら、居住者の生活利便性を確保できるよう、計画的な住
宅市街地の形成が求められます。

●　近年は、人口減少や少子高齢化等が影響し、空き家の増加が問題となっています。本市における
空き家率は、令和４年時点で市内全域の1.59%となっています（表３－９参照）。空き家は、防災、
防犯等の観点から、住民の生活環境に多大な影響を及ぼす可能性があるため、空き家対策には積
極的に取り組んでいく必要があります。

●　今後も災害に強い良好な住環境や住まいを確保するため、地域の特性をいかしたまちづくりを推
進していく必要があります。

現状と課題

図３－９　住宅の現状 出典　令和５年住宅・土地統計調査

（令和５年10月１日現在）

（注）端数処理の関係で計算結果は必ずしも100.0%とならない。
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出典　東京都住宅政策本部資料(注)戸数は、建物の住戸数であり居住者の入居戸数ではない。

表３－７　都営住宅の概要 （令和７年１月１日現在）

出典　都市計画課資料

表３－８　市営住宅の概要 （令和７年４月１日現在）
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出典　都市計画課資料

表３－９　町目別空き家棟数・空き家率 （令和４年時点）

●　住宅・宅地については、災害に強い良好な住環境と都市近郊の利便性の共存を目指し、安心して
快適に暮らすことができるまちづくりを推進するとともに、高齢者、障害のある人などの住まい
の確保に努めます。

●　市内に所在する空き家や空き地等の実態把握に努め、適切な管理の促進や有効活用を図るための
取組を推進します。

基本方針
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施策の体系・内容
３ 住宅・宅地

公的住宅の整備

①良好な住環境の確保

⑵ 公的住宅の整備

⑶ 住環境の整備

⑴ 宅地の整備 ①良好な住宅地の誘導

②高齢者や障害のある人の住まいの確保

③建築物の不燃化・耐震化の誘導

②民間宅地開発の適切な誘導

⑴　宅地の整備
①　良好な住宅地の誘導

◯　良好な住宅地の形成を図るため、市の重要な拠点である「都市核地区」における土地区画
整理事業を推進します。

②　民間宅地開発の適切な誘導

◯　まちづくり条例等に基づき、民間宅地開発の適切な規制・誘導に努め、住みよい生活環境
の保全を図り、良質な宅地の供給を推進します。

◯　歩きやすい歩道づくりとして、無電柱化を促進します。

⑵　公的住宅の整備
公的住宅の整備

◯　市営住宅については、長寿命化計画に基づき適切な維持管理に努めます。
◯　都営村山団地については、良好な住環境と居住水準の向上を目指した施設整備と、多摩都

市モノレールの延伸を見据えた有効な土地利用の在り方について、東京都と協議し、村山団
地の活性化を図ります。

⑶　住環境の整備
①　良好な住環境の確保

◯　良好な住環境を確保するため、地域住民の理解と協力の下、地区に応じた土地利用を誘導
します。

◯　まちづくり条例や住宅マスタープラン等に基づき、地域特性をいかした良好な街並みの形
成や良質な住宅供給を促進します。

◯　市内に所在する空き家や空き地等の実態把握に努め、適切な管理方法や有効活用について
検討を行います。
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②　高齢者や障害のある人の住まいの確保

◯　高齢者が安心して住み続けることのできる住まいや、障害のある人が地域での自立した生
活を営むことのできる住まいの確保に努めます。

③　建築物の不燃化・耐震化の誘導

◯　耐震改修促進計画に基づき住宅や公共施設等の耐震性の向上促進を図ります。
◯　火災の延焼を防止するため、主要幹線道路等の沿道建築物の不燃化の誘導や地域の緑化、オー

プンスペースの確保などを図ります。
◯　震災時の建物倒壊による道路の閉塞を防止するため、対象建築物の耐震化を促進するとと

もに、市民の生命及び財産を守るため、旧耐震基準で建築された木造住宅等の耐震化の促進
を図ります。

◯　ブロック塀から生け垣への変更を奨励するなど、震災に強いまちづくりを進めます。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 障害者グループホームの入所者数 ７人 維持

２ 木造住宅耐震診断の助成件数 ２件 10件

大南五丁目地区の街並み
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４ 下水道

●　下水道は市民の生活に欠かすことのできないライフラインであり、地域の衛生の保持と水環境の
保護のため、下水の適切な処理を行う重要な役割を担っています。

●　本市の汚水は、市域を東西に二分して処理しており、西部地区は昭和49年度に多摩川流域下水
道多摩川上流処理区関連公共下水道として、東部地区は昭和54年度に荒川右岸東京流域下水道荒
川右岸処理区関連公共下水道としてそれぞれ事業認可を受け、施設の整備を推進しています（図
３－10参照）。

●　令和７年４月１日現在で、公共下水道（汚水）の認可面積に対する整備割合は97.5％であり、
市街地での整備はほぼ完了しています（表３－10参照）。

●　近年は、局地的な集中豪雨が突発的に発生する傾向にあり、浸水被害も起きていることから、令
和元年度に残堀川左岸排水区の基本設計を実施するとともに、空堀川流域については雨水全体計
画を策定し、整備の検討を進めています。

●　本市の南東部が含まれる空堀川上流雨水幹線整備地区については、立川市、東大和市及び本市に
またがる空堀川上流雨水幹線の整備について、令和４年度に東京都が工事に着手しました。

●　下水道管きょについては、多摩都市モノレール延伸に合わせた新青梅街道の拡幅に伴い、下水道
管の移設工事を開始するとともに、震災時における交通機能等の確保のため、道路下に埋設され
ている管きょの耐震化の推進が求められています。

●　下水道整備開始（昭和49年度）から50年以上が経過し、施設の老朽化が進み更新時期を迎える
ため、平成30年度に策定した「下水道ストックマネジメント実施方針」等に基づき、計画的な点検・
調査及び施設の改築を進めていく必要があります。

現状と課題
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図３－10　下水道流域図 出典　道路下水道課資料

出典　道路下水道課資料

表３－10　公共下水道（汚水）の整備状況 （令和７年４月１日現在）

●　公共下水道については、多摩都市モノレール延伸に合わせた整備を行っていくとともに、老朽化
に関する調査及び調査結果に基づく改築を計画的に実施し、効率的かつ健全な維持管理を行います。

●　雨水排水施設については、近年集中豪雨による浸水被害が多発していることから、雨水管きょの
整備を計画的に進めます。

基本方針
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施策の体系・内容
４ 下水道

⑵ 経営の安定化

⑴ 下水道整備の推進 ①施設の整備

②施設の維持管理

③雨水対策の推進

経営の安定化

⑴　下水道整備の推進
①　施設の整備

◯　今後の宅地開発などの状況を踏まえ、必要に応じて未整備箇所への管きょの整備を推進します。

②　施設の維持管理

◯　管きょの現況調査、補修、清掃等の維持管理を行い、公共用水域の水質保全に努めます。
◯　「下水道ストックマネジメント実施方針」等に基づき、管きょ調査及び調査結果を踏まえた

改築等を実施し、適切かつ効率的な維持管理を行います。

③　雨水対策の推進

◯　「雨水管理総合計画」に基づき、内水氾濫に対応するため、段階的対策により計画的な整備
を推進します。

◯　抜本的な雨水対策を図るため、空堀川上流雨水幹線整備地区において東京都が整備を進め
ている空堀川上流雨水幹線について、東京都及び関係市と連携し、整備を促進します。

◯　他の排水区についても、公共下水道（雨水）の整備を推進します。

⑵　経営の安定化
経営の安定化

◯　将来にわたって持続可能な経営を確保するため、「経営の見える化」を図り、経営課題の抽
出を行い、経営状況や資産等を正確に把握し、中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の
強化と財政マネジメントの向上を図ります。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 下水道管きょの点検調査実施率 26.6％ 50.0％
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５ 廃棄物処理とリサイクル

●　脱炭素社会と循環型社会の実現に向け、適切な廃棄物処理やリサイクルに向けた取組の重要性は
高まっています。

●　そうした中、本市は、令和４年10月から家庭ごみの有料化及び戸別収集を導入するなど、ごみ
の削減に向けた取組を推進しています。

●　家庭ごみ有料化及び戸別収集によるごみの減量効果を踏まえ、「一般廃棄物処理基本計画」を改
訂し、ごみの排出量の目標値を見直すとともに、「食品ロス削減推進計画」を策定し、更なるごみ
の減量に向けて取り組んでいます。

●　本市におけるごみの収集量は、平成30年度までは減少傾向にあり、その後、令和元年度と令和
２年度は増加しました。この要因としては、都営村山団地の建て替えに伴う転居等による排出増
が考えられます。しかし、令和３年度より減少傾向に転じ、令和６年度には、令和２年度と比較し、
3,000トン以上収集量が減少しました。この要因としては、家庭ごみ有料化及び戸別収集によるご
みの減量効果等が考えられます（表３－11参照）。

●　リサイクル事業については、民間施設で廃棄物資源分別事業を行っており、回収率はおおむね
95%を超えるなど、高い水準を保っています（表３－12参照）。また、令和６年度時点で、市民一
人当たりのリサイクル率は33.6％となっています（図３－11参照）。

●　今後も、ごみを排出する市民や事業者それぞれが、自ら出すごみに責任を持ち、４Rの観点から
ごみの減量・資源化の推進に取り組むことができる体制づくりを一層進めていく必要があります。

現状と課題

出典　ごみ対策課資料

表３－11　ごみ収集量の推移
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出典　ごみ対策課資料

表３－12　廃棄物資源分別事業による資源回収状況の推移

図３－11　市民一人当たりのごみ排出量とリサイクル率の推移 出典　ごみ対策課資料
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●　市民、事業者及び市が協働し、ごみの減量とリサイクルを推進するとともに、ごみの処理に当たっ
ては一部事務組合と共同し、環境負荷の少ない効率的な処理を推進します。

基本方針

施策の体系・内容
５ 廃棄物処理とリサイクル

⑵ し尿の安定処理

⑴ ごみの減量とリサイクル ごみの減量とリサイクル

し尿の安定処理

⑴　ごみの減量とリサイクル
ごみの減量とリサイクル

◯　ごみを出す一人一人が主体的に減量、リサイクルに取り組むことができるよう、情報提供
に努めるとともに、事業者等への働きかけを行い、市民や事業者との協働による循環型社会
形成の推進に努めます。

◯　「食品ロス削減推進計画」に基づき、更なる食品ロス対策や啓発活動に努めます。

⑵　し尿の安定処理
し尿の安定処理

◯　湖南衛生組合のし尿処理施設の適正な維持管理に努め、し尿の安定的な処理を行います。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１
ごみの発生抑制（市民一人当たりの排出量） 
 
(注)（総排出量÷年度末人口÷年間日数）で算出

667g/人日 621.2g/人日

２

ごみのリサイクル率 
 
(注)（総資源化量÷総排出量×100）で算出。な
お、総資源化量はエコセメントを含む。

33.6％ 36.3％
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１ 多摩都市モノレール

第３節│地域交通

●　多摩都市モノレールの延伸は、本市が大きく発展する絶好の機会であることから、延伸を見据え
て積極的かつ計画的にまちづくりを進めていくことが必要です。

●　令和７年３月、東京都が多摩都市モノレール箱根ケ崎方面延伸に関する都市計画決定を告示し、
また、同年11月には都市計画事業の認可を取得し、事業に着手することが公表されるなど、多摩
都市モノレール延伸事業は着実に前進しています（図３－12参照）。

●　市としても、延伸後を見据えたまちづくりと併せ、地域公共交通ネットワークの形成を進めてい
く必要があります。

現状と課題

図３－12　多摩都市モノレールの延伸の事業認可区間及び新駅位置 出典　東京都資料
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●　令和６年に策定した「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」で定めた「武蔵村山らしさを守り、
育てるとともに 人を呼び込み、人でにぎわう楽しいまち」という多摩都市モノレール延伸後の沿
線の将来像を基に、まちづくりを進めます。

●　多摩都市モノレール延伸事業に対する関心と延伸を見据えたまちづくりの機運を高めるため、多
摩都市モノレール延伸事業及び沿線のまちづくりに関する情報の周知を行います。

基本方針

施策の体系・内容
１ 多摩都市モノレール ⑴ 多摩都市モノレール延伸に

向けた取組
多摩都市モノレール延伸に
向けた取組

⑴　多摩都市モノレール延伸に向けた取組
多摩都市モノレール延伸に向けた取組【新規】

◯　多摩都市モノレールの箱根ケ崎方面延伸について、「第二次まちづくり基本方針」や「多摩
都市モノレール沿線まちづくり方針」、「立地適正化計画」を踏まえ、将来の需要創出にもつ
ながる沿線のまちづくりを推進するとともに、用途地域の変更や地区計画制度等の活用など
により、地域の特性に応じた土地利用の誘導を推進するとともに、都市機能の誘導によりに
ぎわいと活力のある拠点形成を図ります。

◯　都市核やサブ核を有機的に結びつける都市軸として、市の骨格的な役割を果たす新青梅街
道については、引き続き、新青梅街道沿道の地区計画に基づく建築行為等に係る指導を行い、
街並みを誘導します。

◯　引き続き、都市核地区土地区画整理事業を施行します。
◯　多摩都市モノレール延伸事業及び沿線のまちづくりに関する情報の周知を行います。
◯　企業誘致については、多摩都市モノレールの延伸を見据え、新青梅街道沿道や新駅周辺へ

の対象地域の拡大などを検討していきます。
◯　「地域公共交通計画」に基づき、多摩都市モノレール箱根ケ崎方面延伸を見据えた事業・施

策を推進します。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 多摩都市モノレールの延伸に係る事業の推進 推進 推進
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２ 地域交通

●　多摩都市モノレール延伸に備える本市において、公共交通を取り巻く状況を踏まえつつ、地域に
とって望ましい公共交通サービスの姿を明らかにし、持続可能な公共交通ネットワークを実現さ
せるため、「地域公共交通計画」を策定します。

●　市民の市内外への移動利便性に加え、市外からの来訪者のアクセス性の向上が必要です。多摩都
市モノレールの新駅と主要目的施設を結ぶ公共交通ネットワークの再編に当たっては、多様な利
用者に対応するためにも、誰もがわかりやすく利用しやすい仕組みにすることが重要です。また、
多摩都市モノレール整備中においても、市内循環バス（表３－13参照）や乗合タクシー等の公共
交通ネットワークが常に最適な状態となるような取組が必要です。

現状と課題

●　多摩都市モノレール延伸を見据えた持続可能な公共交通ネットワークの実現に向けた取組を進め
るとともに、市内循環バス（MM シャトル）や乗合タクシー（むらタク）のより効果的な運行に
努めます。

基本方針

出典　交通企画課資料

（令和７年４月１日現在）表３－13　市内循環バス運行ルート概略

施策の体系・内容
２ 地域交通 ⑴ 持続可能な

公共交通ネットワークの形成
①公共交通の利用促進

②公共交通の維持・
　まちづくりとの連携強化

③交通手段を選択できる環境づくり
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⑴　持続可能な公共交通ネットワークの形成
①　公共交通の利用促進【新規】

◯　公共交通の利用促進を図るため、公共交通の認知度を向上させ、公共交通を利用しやすい
取組を図るなど、公共交通を利用するきっかけづくりに努めます。

◯　デジタル技術を活用し、公共交通を選択しやすい環境づくりの促進を図ります。

②　公共交通の維持・まちづくりとの連携の強化【新規】

◯　関係機関や交通事業者と連携・協力し、公共交通ネットワークの維持に努めます。
◯　多摩都市モノレール延伸を見据え、地域公共交通計画に基づき、市内全体の交通網や交通

環境の形成について検討を行います。

③　交通手段を選択できる環境づくり【新規】

◯　多摩都市モノレール延伸を見据え、次世代モビリティや低炭素モビリティの導入の検討・
促進に努めます。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 市内循環バスの年間利用者人数
（シルバーパス利用者は含まない） 208,182人 260,475人

２ 乗合タクシーの利用者数 12,494人 16,508人

多摩都市モノレール

市内循環バス（MMシャトル）
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